
平
成
五
年
政
令
第
三
百
三
十
号

計
量
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
日
を
定
め
る
政
令

内
閣
は
、
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

１
　
計
量
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
を
製
造
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。

一
　
タ
ク
シ
ー
メ
ー
タ
ー
　
平
成
九
年
五
月
一
日

二
　
皮
革
面
積
計
　
平
成
十
年
五
月
一
日

三
　
密
度
浮
ひ
ょ
う
　
平
成
十
年
五
月
一
日

四
　
最
大
需
要
電
力
計
　
平
成
十
年
十
月
三
十
一
日

五
　
電
力
量
計
　
平
成
十
年
十
月
三
十
一
日

六
　
無
効
電
力
量
計
　
平
成
十
年
十
月
三
十
一
日

七
　
照
度
計
　
平
成
九
年
五
月
一
日

八
　
騒
音
計
　
平
成
八
年
五
月
一
日

九
　
振
動
レ
ベ
ル
計
　
平
成
八
年
五
月
一
日

十
　
浮
ひ
ょ
う
型
比
重
計
　
平
成
十
年
五
月
一
日

２
　
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
を
製
造
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
条
第
一
項
の
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
事
業
の
区
分
ご
と
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
の
い
ず
れ

か
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
質
量
計
　
平
成
六
年
五
月
一
日
、
平
成
九
年
五
月
一
日
又
は
平
成
十
年
五
月
一
日

二
　
温
度
計
　
平
成
七
年
五
月
一
日
又
は
平
成
十
年
五
月
一
日

三
　
体
積
計
　
平
成
七
年
五
月
一
日
、
平
成
八
年
五
月
一
日
又
は
平
成
九
年
五
月
一
日

四
　
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
圧
力
計
　
平
成
六
年
五
月
一
日
又
は
平
成
八
年
五
月
一
日

五
　
熱
量
計
　
平
成
七
年
五
月
一
日
又
は
平
成
十
年
五
月
一
日

六
　
濃
度
計
　
平
成
六
年
五
月
一
日
、
平
成
八
年
五
月
一
日
、
平
成
九
年
五
月
一
日
又
は
平
成
十
年
五
月
一
日

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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